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(54)【発明の名称】 発光ディスプレイ装置及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】  樹脂基板に補助電極を形成する際に、樹脂基
板が反ったり、樹脂基板に成膜されている防湿層あるい
は透明電極が破損したりすることがない発光ディスプレ
イ装置を提供する。
【解決手段】  樹脂基板１１上に透明電極１２、この透
明電極１２に電気的に導通する金属製の補助電極１３、
及び有機化合物からなる発光層１４を積層する。補助電
極１３を形成する際、金属製の薄膜の全応力（内部応力
×膜厚）が１．３×１０5ｄｙｎ／ｃｍ以下になるよう
に成膜される。これにより、金属膜の応力による樹脂基
板の反り、防湿層の破損等を防止することができる。ま
た、樹脂基板の反りが防止されるので、金属膜のパター
ニングなど後の工程を行う上でメリットがある。



(2) 特開２００２－３４３５８０

10

20

30

40

50

1
【特許請求の範囲】
【請求項１】  樹脂基板上に透明電極、この透明電極に
電気的に導通する金属製の補助電極、及び有機化合物か
らなる発光層を積層した発光ディスプレイ装置におい
て、
前記補助電極の全応力（内部応力×膜厚）が１．３×１
０5ｄｙｎ／ｃｍ以下であることを特徴とする発光ディ
スプレイ装置。
【請求項２】  前記樹脂基板と前記透明電極との間に水
分を遮断する防湿層が設けられることを特徴とする請求
項１に記載の発光ディスプレイ装置。
【請求項３】  前記樹脂基板と前記透明電極の一部との
間に前記補助電極が設けられることを特徴とする請求項
１又は２に記載の発光ディスプレイ装置。
【請求項４】  前記樹脂基板と前記補助電極との間に
は、金属酸化物の層が設けられていることを特徴とする
請求項３に記載の発光ディスプレイ装置。
【請求項５】  樹脂基板上に透明電極、この透明電極に
電気的に導通する金属製の補助電極、及び有機化合物か
らなる発光層を積層した発光ディスプレイ装置におい
て、
前記補助電極は、銀もしくは銀合金からなり、
前記補助電極の膜厚は、５００ｎｍ以下であることを特
徴とする発光ディスプレイ装置。
【請求項６】  樹脂基板上に透明電極、この透明電極に
電気的に導通する金属製の補助電極、及び有機化合物か
らなる発光層を積層した発光ディスプレイ装置におい
て、
前記補助電極は、アルミニウムからなり、
前記補助電極の膜厚は、１５０ｎｍ以下であることを特
徴とする発光ディスプレイ装置。
【請求項７】  樹脂基板上に透明電極を積層する工程
と、この透明電極に電気的に導通する補助電極を積層す
る工程と、有機化合物からなる発光層を積層する工程と
備える発光ディスプレイ装置の製造方法において、
前記補助電極を積層する工程では、全応力（内部応力×
膜厚）が１．３×１０5ｄｙｎ／ｃｍ以下になるように
金属製の薄膜を成膜することを特徴とする発光ディスプ
レイ装置の製造方法。
【請求項８】  前記補助電極を積層する工程の後に、前
記透明電極を積層する工程が行われることを特徴とする
請求項７に記載の発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項９】  前記樹脂基板上に金属酸化物を積層する
工程を備え、
前記補助電極を積層する工程の前に、この金属酸化物を
積層する工程が行われることを特徴とする請求項８に記
載の発光ディスプレイ装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、透明な基板上に透
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明電極、補助電極、及び発光層を積層した発光ディスプ
レイ装置に関し、特に基板として樹脂基板を用いた発光
ディスプレイ装置及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】有機ＥＬ（エレクトロルミネッセント）
ディスプレイ装置は、ガラス基板等の透明な基板上にス
トライプ状の透明電極を積層し、その上に有機化合物か
らなる発光層を積層し、その上にストライプ状の金属電
極を透明電極と直交するように積層することで構成され
る。陽極側の透明電極と陰極側の金属電極との間に直流
電界を印加すると、有機化合物に電流が流れ、発光層が
発光する。発光層から発光する光は透明電極側から取り
出される。
【０００３】有機ＥＬディスプレイ装置を薄くするため
に、ガラス基板の代わりに樹脂基板が用いられることが
ある。樹脂基板を用いることで、基板自体の厚みを薄く
できるのみならず、割れることがない、さらには有機Ｅ
Ｌディスプレイ装置を曲げることができるという利点が
ある。しかし樹脂基板を用いた場合、有機化合物からな
る発光層が水分に弱く、しかも樹脂基板が水分を通すの
で、樹脂基板上に水分を遮断する防湿層を設ける必要が
ある。
【０００４】ところで、樹脂基板上に積層された有機化
合物には電流が流されるが、電流を流した場合に透明電
極の抵抗が問題になる。すなわち、金属電極は抵抗が低
いが、酸化物からなる透明電極は金属電極と比較すると
抵抗が高い。有機化合物に電流を流せば流すほど透明電
極の抵抗が問題になってくる。抵抗が大きくなると、回
路との接続部から離れるにしたがって有機化合物に十分
な電界が印加されなくなり、複数の有機化合物間で輝度
が不均一になるという問題が生じる。この問題に対し
て、透明電極の脇に、透明電極と電気的に導通する金属
製の補助電極を設け、陽極側の配線抵抗を低減すること
が行われている
図６は、基板として樹脂基板を用いた有機ＥＬディスプ
レイ装置の製造方法を示す。まず、樹脂基板１の一面に
防湿層５を積層する（ステップ①）。次に、防湿層５上
に透明電極２を成膜する（ステップ②）。次に、成膜し
た透明電極２をパターニングする（ステップ③）。次
に、補助電極３として金属製の薄膜を成膜する（ステッ
プ④）。次に、金属製の薄膜をパターニングする（ステ
ップ⑤）。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】基板として樹脂基板１
を用いて発光ディスプレイ装置を製造する場合において
も補助電極が必要であることは容易に予測できる。補助
電極３を形成しようとして樹脂基板１上に金属製の薄膜
を成膜すると以下の問題が生じる。
【０００６】樹脂基板１がガラス基板と比べて軟らかい
（すなわちヤング率が小さい）ため、図６中のステップ
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④で示すように、金属製の薄膜を成膜した際に樹脂基板
１が大きく反ってしまう。これによって、金属製の薄膜
のパターニングを始めとして後の工程に弊害がでる。
【０００７】樹脂基板１に金属製の薄膜を成膜すると、
図７に示すように、防湿層５あるいは透明電極２にクラ
ック９が生じ、樹脂基板１に成膜されている防湿層５あ
るいは透明電極２が破損することがある。防湿層５が破
損すると、樹脂基板１から発光層に有害な水分が浸入し
てしまうことになり、発光層の保存性に問題が生じる。
【０００８】そこで、本発明は、樹脂基板に補助電極を
形成する際に、樹脂基板が反ったり、樹脂基板に成膜さ
れている防湿層あるいは透明電極が破損したりすること
がない発光ディスプレイ装置及びその製造方法を提供す
ることを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】以下、本発明について説
明する。なお、本発明の理解を容易にするために添付図
面の参照番号を括弧書きにて付記するが、それにより本
発明が図示の形態に限定されるものでない。
【００１０】基板上に真空蒸着、スパッタリング、ある
いは気相成長などで作られた薄膜中には、必ず内部応力
が残留する。本発明者は、樹脂基板が反ったり、防湿層
が破損したりするという問題が、薄膜中に残留する内部*
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*応力に起因することに着目した。ここで、薄膜中の内部
応力σ（ｄｙｎ／ｃｍ2）とは、基板上に形成された薄
膜の内部に任意の断面を考えたとき、断面の一方の側が
他方の側に及ぼしている単位断面積当りの力のことをい
う。
【００１１】そして、内部応力σに膜厚ｄを乗じた全応
力Ｓ＝σ・ｄ（ｄｙｎ／ｃｍ）を所定の値以下にするこ
とで、樹脂基板上に補助電極を形成したときの上記問題
点を解消できることを知見した。すなわち、請求項１の
発明は、樹脂基板（１１）上に透明電極（１２）、この
透明電極（１２）に電気的に導通する金属製の補助電極
（１３）、及び有機化合物からなる発光層（１４）を積
層した発光ディスプレイ装置において、前記補助電極
（１３）の全応力（内部応力×膜厚）が１．３×１０5

ｄｙｎ／ｃｍ以下であることを特徴とする発光ディスプ
レイ装置により、上述した課題を解決した。
【００１２】全応力を１．３×１０5ｄｙｎ／ｃｍ以下
にした根拠について説明する。基板の曲率半径をｒとし
たときの内部応力σは、基板の微少部分における力とモ
ーメントのつりあいから以下の式１で計算できる。
【００１３】
【式１】

【００１４】樹脂基板の場合、基板の材質にもよるが、
おおよそ、ヤング率＝１００００～２００００ｋｇｆ／
ｃｍ2、ポアソン比＝０．４～０．５である。また、本
発明者は、０．２ｍｍ厚で１００ｍｍの長さの一般的な
樹脂基板を用いて、クロム膜を各膜厚で成膜したときの

反り量、防湿層（すなわちバリア層）の割れ等を評価し
た。その評価結果を表１に示す。
【００１５】
【表１】

【００１６】この表１に示すように、０．２ｍｍ厚の一
般的な樹脂基板を用いた場合、１００ｍｍの長さの基板
に対して基板の反りが８ｍｍ以下であることが必要であ
る。この値を超えると、防湿層の破損が多く生じるう
え、後工程においても反り量が大きいため弊害が生じ
る。このことから許容される薄膜の全応力を計算する。
上記の場合の曲率はｒ＝１５５ｍｍとなる。これを式１

にあてはめて計算すれば、許容される全応力Ｓ（内部応
力σ×膜厚ｄ）の値を導き出すことができる。ヤング率
１５０００ｇｆ／ｃｍ2、ポアソン比０．５、１ｋｇｆ
≒１０6ｄｙｎ／ｃｍ2として上記の式に当てはめて計算
すると、
【００１７】
【式２】
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【００１８】金属薄膜の全応力がこの値以下になるよう
に成膜することで、樹脂基板上に問題なく補助電極を形
成することが可能になる。なお、内部応力は、基板面に
垂直な単位断面積を通して相手に及ぼす力が引っ張る方
向である引張り応力（すなわち、膜が縮もうとしている
ときの応力）の場合もあるし、押す方向である圧縮応力
（すなわち、膜が広がろうとしているときの応力）の場
合もある。
【００１９】本発明は、樹脂基板（１１）と透明電極
（１２）との間に水分を遮断する防湿層（１５）が設け
られている場合に好適に用いることができる。
【００２０】また本発明の一態様として、樹脂基板（１
１）と透明電極（１２）の一部との間に補助電極（１
３）を設けることが望ましい。
【００２１】従来一般には図６中ステップ②～⑤に示す
ように、透明電極２を成膜・パターニング後、その透明
電極２の側面等に接触するように補助電極３を成膜・パ
ターニングしていた。ガラス基板用に２００℃以上の高
温で成膜された透明電極２は問題ないが、樹脂基板用に
低温成膜された透明電極２は、図８に示すように、補助
電極３のパターニングの際にエッチング液によって侵さ
れるという問題が生じる。これにより、透明電極２の表
面が荒れて発光層の発光状態に影響が出てしまう。
【００２２】本発明の一態様によれば、樹脂基板と透明
電極の一部との間に補助電極を設け、すなわち補助電極
を成膜・パターニング後、透明電極を成膜・パターニン
グしているので、補助電極パターニングの際にエッチン
グ液によって透明電極まで侵されるおそれがない。この
ため、透明電極の表面を滑らかなまま保つことができ、
この結果良好な発光状態を保つことができる。また、金
属製の補助電極が透明電極で覆われるので、金属製の補
助電極の酸化をも防止できる。
【００２３】また本発明の一態様として、樹脂基板（１
１）と補助電極（１３）との間には金属酸化物（２０）
の層が設けられているのが望ましい。金属酸化物（２
０）には、例えばインジウム錫酸化物が用いられるが、
その薄膜が透明でかつ金属製の薄膜との密着性が確保で
きる物質であれば他の金属酸化物でも適用できる。
【００２４】この発明によれば、補助電極の下層の金属
酸化物により、金属製の補助電極の密着性が確保でき
る。これに対し、樹脂基板上に直接金属製の補助電極を
積層した場合は、樹脂基板から補助電極が剥がれるおそ
れがあるのが避けられない。
【００２５】また、補助電極（１３）の材料として銀も
しくは銀合金、例えば銀パラジウム銅合金を用い、５０
０ｎｍ以下の厚さになるように補助電極（１３）を成膜
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すると、全応力を１．３×１０5ｄｙｎ／ｃｍ以下にす
ることができる。また、補助電極（１３）の材料として
アルミニウムを用い、１５０ｎｍ以下の厚さになるよう
に補助電極（１３）を成膜すると、全応力を１．３×１
０5ｄｙｎ／ｃｍ以下にすることができる。
【００２６】また本発明は、樹脂基板（１１）上に透明
電極（１２）を積層する工程と、この透明電極（１２）
に電気的に導通する補助電極（１３）を積層する工程
と、有機化合物からなる発光層（１４）を積層する工程
と備える発光ディスプレイ装置の製造方法において、前
記補助電極（１３）を積層する工程では、全応力（内部
応力×膜厚）が１．３×１０5ｄｙｎ／ｃｍ以下になる
ように金属製の薄膜を成膜することを特徴とする発光デ
ィスプレイ装置の製造方法としても構成することができ
る。
【００２７】さらに本発明の一態様として、前記補助電
極（１３）を積層する工程の後に、前記透明電極（１
２）を積層する工程が行われることが好ましい。
【００２８】さらに本発明の一態様として、前記樹脂基
板（１１）上に金属酸化物（２０）を積層する工程を備
え、前記補助電極（１３）を積層する工程の前に、この
金属酸化物（２０）を積層する工程が行われることが好
ましい。
【００２９】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を、図面を参
照して説明する。図１は、本発明の第１の実施形態にお
ける発光ディスプレイ装置を示す。樹脂基板１１上に
は、発光ディスプレイ装置を構成する透明電極１２、こ
の透明電極に電気的に導通する金属製の補助電極１３、
及び有機化合物からなる発光層１４が積層される。
【００３０】樹脂基板１１は可視光に対して透明性ある
いは半透明性を有し、その厚みは例えば約０．２ｍｍに
設定される。樹脂基板１１には、例えばＰＣ（ポリカー
ボネート）を基材とした液晶用基板が用いられる。もち
ろん樹脂基板１１の材質及び厚さは上述のものに限定さ
れない。樹脂基板を採用するメリットである薄くできる
ことや、曲げたりできることを考えると上述の樹脂基板
１１に近いヤング率、ポアソン比及び厚さを有すること
が望ましい。樹脂基板１１の少なくとも一面には水分を
遮断する防湿層１５が成膜されている。
【００３１】樹脂基板１１の一面の表示領域には、陽極
としての透明電極１２が成膜・パターニングされる。こ
の透明電極１２は、可視光に対して透明性あるいは半透
明性を有し、例えばインジウム－錫の酸化物（ＩＴＯ）
やインジウム－亜鉛の酸化物等の導電性材料からなる。
透明電極１２は真空蒸着、スパッタリング、イオンプレ
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ーティング法、あるいは気相成長などにより酸化物の薄
膜を成膜後、この薄膜をパターニングすることで形成さ
れる。透明電極１２の平面形状はストライプ状に形成さ
れる。
【００３２】透明電極１２上には、透明電極１２に電気
的に導通する金属製の補助電極１３が成膜・パターニン
グされる。補助電極１３は真空蒸着、スパッタリング、
イオンプレーティング法、あるいは気相成長などにより
金属製の薄膜を成膜後、この金属製の薄膜をパターニン
グすることで形成される。金属製の薄膜を成膜する際、
金属製の薄膜の全応力Ｓ（内部応力σ×膜厚ｄ）が１．
３×１０5ｄｙｎ／ｃｍ以下になるように成膜される。
具体的には、補助電極１３が銅パラジウム合金からなる
ときは、薄膜の膜厚が５００ｎｍ以下に設定され、補助
電極１３がアルミニウム（Ａｌ）からなるときは、薄膜
の膜厚が１５０ｎｍ以下に設定される。補助電極１３の
材料には上記の他に、クロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍ
ｏ）、銅（Ｃｕ）を用いることができ、各材料に応じて
全応力Ｓが１．３×１０5ｄｙｎ／ｃｍ以下になるよう
な厚さが決定される。補助電極１３は成膜後、フォトリ
ソグラフィ技術等によってパターニングされる。なお、
補助電極１３の内部応力は、結晶格子のひずみ測定ある
いは基板の曲り測定等の測定法により測定される。
【００３３】補助電極１３上には、有機化合物を蒸着、
スパッタリングすることにより発光層１４が積層され
る。有機化合物からなる発光層１４は、有機の層が一層
のみからなる単層構造でもよく、発光、キャリア輸送等
の各機能を２層以上に分離された複層構造であってもよ
い。
【００３４】発光層１４の上には陰極としての金属電極
１６が成膜・パターニングされる。この金属電極１６は
金属製の薄膜で、透明電極１２と直交するようにストラ
イプ状に形成される。
【００３５】透明電極１２、補助電極１３、発光層１４
及び金属電極１６から構成される有機ＥＬ素子は封止層
１７で覆われる。封止層１７は窒化シリコン、エポキシ
樹脂等からなり、空気中の水分が発光層１４に浸入する
のを遮断する。
【００３６】陽極としての透明電極１２と、陰極として
の金属電極１６との間に直流電界を印加すると、陽極か
ら正孔が、陰極から電子がそれぞれ発光層１４に注入さ
れる。これにより、発光層１４内の有機化合物が発光
し、発光された光は樹脂基板１１の他方の面から取り出
される。
【００３７】図２は、上記第１の実施形態における発光
ディスプレイ装置の製造方法を示す。まず透明な樹脂基
板１１を用意する（ステップ①）。そして、その両面に
防湿層１５，１５を蒸着、スパッタリング、イオンプレ
ーティング法、あるいは気相成長などにより成膜する
（ステップ②）。次に、樹脂基板１１の一方の面に透明
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電極１２をスパッタリング、イオンプレーティング法、
あるいは気相成長などにより成膜する（ステップ③）。
そして、この透明電極１２をフォトリソグラフィ技術等
によってパターニングする（ステップ④）。次に、透明
電極１２上の一面に補助電極１３を蒸着、スパッタリン
グ、イオンプレーティング法、あるいは気相成長などに
より成膜する（ステップ⑤）。樹脂基板１１に軟化点以
上の温度を与えると軟化してしまうのでこの成膜は常温
あるいは常温よりも僅かに高い温度で行われる。この成
膜工程では、金属薄膜の全応力（内部応力×膜厚）が
１．３×１０5ｄｙｎ／ｃｍ以下になるように成膜され
る。次に、フォトリソグラフィ技術等によって補助電極
１３をパターニングする（ステップ⑥）。次に、有機化
合物を蒸着、スパッタリング、スピンコート、スクリー
ン印刷、あるいは微粒子吹き付け法を用いて発光層を成
膜する。そして、発光層の上に蒸着やスパッタリング、
及びフォトリソグラフィ技術等により金属電極１６を形
成する。
【００３８】図３は、本発明の第２の実施形態における
発光ディスプレイ装置を示す。理解し易いように、図３
では発光層１４が積層される直前の状態が示されてい
る。樹脂基板１１、防湿層１５の構成は上記第１の実施
形態における発光ディスプレイ装置と同様なので同一の
符号を付してその説明を省略する。
【００３９】この第２の実施形態では第１の実施形態と
異なり、防湿層１５が設けられた樹脂基板１１上には、
まず金属酸化物２０が積層される。金属酸化物２０には
例えばインジウム－錫の酸化物が用いられる。この金属
酸化物２０の層は、真空蒸着、スパッタリング、イオン
プレーティング法、あるいは気相成長などにより酸化物
の薄膜を成膜後、この薄膜をパターニングすることで形
成される。パターニングされた金属酸化物２０の層の平
面形状は補助電極１３の平面形状に略等しい。
【００４０】金属酸化物２０には、その薄膜が透明でか
つ補助電極１３との密着性が確保できるものであれば、
他の金属酸化物も適用できる。例えば錫（Ｓｎ）、亜鉛
（Ｚｎ）、インジウム（Ｉｎ）のいずれか一つ以上を含
む酸化物を用いる場合は、これらの酸化物が導電性を有
するので薄膜を成膜後、パターニングする必要がある。
また、金属酸化物２０が絶縁物であれば、本実施形態の
ようにパターニングをする必要がない。絶縁物の金属酸
化物２０としては、アルミニウム（Ａｌ）、ジルコニウ
ム（Ｚｒ）、チタン（Ｔｉ）、カルシウム（Ｃａ）、ク
ロム（Ｃｒ）、ニッケル（Ｎｉ）、珪素（Ｓｉ）のいず
れか一つ以上を含む酸化物等が考えられる。
【００４１】金属酸化物２０上には、補助電極１３が成
膜・パターニングされる。補助電極１３は真空蒸着、ス
パッタリング、イオンプレーティング法、あるいは気相
成長などにより金属製の薄膜を成膜後、この金属製の薄
膜をパターニングすることで形成される。上記第１の実
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施形態と同様に、金属製の薄膜を成膜する際、金属製の
薄膜の全応力Ｓ（内部応力σ×膜厚ｄ）が１．３×１０
5ｄｙｎ／ｃｍ以下になるように成膜される。補助電極
１３の材料、平面形状等は上記第１の実施形態における
補助電極と同一である。
【００４２】このように補助電極１３の下層に金属酸化
物２０を設けることにより、金属製の補助電極１３の密
着性が確保できる。これに対し、防湿層１５が成膜され
た樹脂基板１１上に直接金属製の補助電極１３を積層し
た場合は、樹脂基板１１から補助電極１３が剥がれるお
それがある。
【００４３】補助電極１３上には、透明電極１２が成膜
・パターニングされる。言い換えれば樹脂基板１１と透
明電極１２の一部との間に補助電極１３が設けられてい
る。透明電極１２は上記第１の実施形態と同様に真空蒸
着、スパッタリング、イオンプレーティング法、あるい
は気相成長などにより酸化物の薄膜を成膜後、この薄膜
をパターニングすることで形成される。補助電極１３を
成膜・パターニング後、透明電極１２を成膜・パターニ
ングすることにより、補助電極１３のパターニングの際
にエッチング液によって樹脂基板用に低温成膜された透
明電極１２まで侵されるというおそれが生じることがな
い。このため、透明電極１２の表面を滑らかなまま保つ
ことができ、良好な発光状態を保つことができる。また
同時に金属製の補助電極１３が金属酸化物からなる透明
電極１２で覆われるので、補助電極１３の酸化をも防止
できる。
【００４４】なお、図示しないが透明電極１２上には、
第１に実施形態と同様に発光層、陰極、封止層が順次積
層される。
【００４５】図４は、第２の実施形態における発光ディ
スプレイ装置の製造方法を示す。まず透明な樹脂基板１
１を用意する（ステップ①）。そして、その少なくとも
一面に防湿層１５を蒸着、スパッタリング、イオンプレ
ーティング法、あるいは気相成長などにより成膜する
（ステップ②）。次に、防湿層１５上に金属酸化物２０
の層をスパッタリング、イオンプレーティング法、ある
いは気相成長などにより成膜する（ステップ③）。次
に、金属酸化物２０の層上に補助電極１３を蒸着、スパ
ッタリング、イオンプレーティング法、あるいは気相成
長などにより成膜する（ステップ④）。この成膜工程で
は、金属薄膜の全応力（内部応力×膜厚）が１．３×１
０5ｄｙｎ／ｃｍ以下になるように成膜される。次に、
フォトリソグラフィ技術等によって補助電極１３及び金
属酸化物２０を同時にパターニングする（ステップ
⑤）。次に、樹脂基板１１の一方の面に透明電極１２を

10
スパッタリング、イオンプレーティング法、あるいは気
相成長などにより成膜する（ステップ⑥）。そして、こ
の透明電極１２をフォトリソグラフィ技術等によってパ
ターニングする（ステップ⑦）。次に、有機化合物を蒸
着、スパッタリング、スピンコート、スクリーン印刷、
あるいは微粒子吹き付け法を用いて発光層を成膜する。
そして、発光層の上に蒸着やスパッタリング、及びフォ
トリソグラフィ技術等により金属電極を形成する。
【００４６】
【実施例１】市販されているＰＣを基材とした液晶用基
板（０．２ｍｍ厚）の両面に防湿層１５，１５として窒
化酸化シリコン膜を成膜し、さらにその上に透明電極１
２を成膜・パターニングした。この上に銅パラジウム銀
合金を５０００Åスパッタ成膜した。この薄膜の内部応
力σは１．１×１０9ｄｙｎ／ｃｍ2であった。したがっ
て全応力ＳはＳ＝（１．１×１０9）×（５０００×１
０-8）＝５．５×１０4ｄｙｎ／ｃｍとなる。この金属
薄膜を成膜した際、樹脂基板１１の反りによって特に問
題が生じることもなく、また応力によって防湿層１５，
１５や透明電極１２が破損するようなこともなかった。
【００４７】
【比較例１】図５は比較例を示す。市販されているＰＣ
を基材とした液晶用基板１１（０．２ｍｍ厚）の両面に
防湿層１５，１５として窒化酸化シリコン膜を成膜し、
さらにその上に透明電極１２を成膜・パターニングし
た。この上にＣｒを１０００Åスパッタ成膜した。この
薄膜の内部応力σは１５×１０9ｄｙｎ／ｃｍ2であっ
た。したがって全応力ＳはＳ＝（１５×１０9）×（１
０００×１０-8）＝１．５×１０5ｄｙｎ／ｃｍとな
る。この金属薄膜を成膜した際、図５（Ａ）に示すよう
に樹脂基板１が大きく反り、その応力によって防湿層１
５や透明電極１２にクラック１９・・・が発生し、防湿層
１５や透明電極１２が破損してしまった。図５（Ｂ）に
示すように金属薄膜１３をパターニングすると、反りは
ほとんどなくなるが防湿層１５，１５や透明電極１２の
クラックが残った。
【００４８】
【実施例２】防湿層１５，１５を成膜した樹脂基板にい
くつかの金属を成膜して、樹脂基板１１に問題が生じる
か否かを調べた。各金属の内部応力、膜厚、全応力は以
下の表２に示すとおりである。全応力が１．３×１０5

ｄｙｎ／ｃｍを超えると、樹脂基板１１の反りが大きか
ったり、防湿層１５，１５（表中ではバリア層）が破損
したりするという問題が生じた。
【００４９】
【表２】
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【００５０】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
樹脂基板上に有機ＥＬ素子を作製する際に全応力Ｓが
１．３×１０5ｄｙｎ／ｃｍ以下の低応力の金属膜を用
いたので、金属膜の応力による樹脂基板の反り、防湿層
の破損等を防止することができる。また、樹脂基板の反
りが防止されるので、金属膜のパターニングなど後の工
程を行う上でメリットがある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態における発光ディスプ
レイ装置を示す断面図。
【図２】第１の実施形態における発光ディスプレイ装置
の製造工程図。
【図３】本発明の第２の実施形態における発光ディスプ
レイ装置を示す断面図。
【図４】第２の実施形態における発光ディスプレイ装置*
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*の製造工程図。
【図５】比較例の発光ディスプレイ装置を示す断面図
（図中（Ａ）は金属薄膜を成膜した直後の状態を示し、
図中（Ｂ）は金属薄膜をパターニングした後の状態を示
す）。
【図６】従来の発光ディスプレイ装置の製造工程図。
【図７】図６のＶＩＩ部拡大図。
【図８】図６のＶＩＩＩ部拡大図。
【符号の説明】
１１・・・樹脂基板
１２・・・透明電極
１３・・・補助電極
１４・・・発光層
１５・・・防湿層
１６・・・金属電極

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図７】

【図８】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种发光显示装置，其中，当在树脂基板上形成辅助
电极时，该树脂基板不翘曲并且在该树脂基板上形成的防潮层或透明电
极不被损坏。 在树脂基板（11）上层叠有透明电极（12），与该透明电
极（12）电连接的金属辅助电极（13），以及由有机化合物构成的发光
层（14）。 在形成辅助电极13时，以使总应力（内应力×膜厚）为1.3
×105dyn / cm以下的方式形成金属薄膜。 这可以防止树脂基板由于金属
膜的应力而翘曲，防潮层被损坏等。 此外，由于防止了树脂基板的翘
曲，因此在执行诸如金属膜的图案化的后续步骤中具有优势。
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